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は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
唐
王
朝
の
「
聴
政
」
と
「
朝
会
」
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
論

稿
を
発
表
し
て
き
た①
。「
聴
政
」
と
は
、
皇
帝
が
自
ら
臣
僚
の
前
に
姿
を
現
し
、
口
頭

で
意
見
を
聴
取
し
、
そ
れ
に
対
す
る
指
示
を
下
す
活
動
で
あ
り
、
い
わ
ば
御
前
会
議

で
あ
る②
。「
朝
会
」
は
、
宮
城
内
の
正
殿
の
前
庭
（
す
な
わ
ち
朝
庭
）
で
百
官
が
参
集

し
て
威
儀
を
正
し
皇
帝
に
拝
礼
を
行
う
も
の
で
、「
元
旦
大
朝
会
」・「
朔
望
朝
会
」・

「
常
朝
」
な
ど
の
規
模
の
異
な
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、筆
者
が
主
に
考
察

し
た
の
は
、
も
っ
と
も
開
催
頻
度
の
高
い
「
常
朝
」
で
あ
っ
た③
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

常
朝
の
場
は
儀
礼
だ
け
で
な
く
聴
政
の
場
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
唐
代
初
期
で

は
、
常
朝
と
聴
政
は
実
質
的
に
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
聴

政
の
場
が
正
殿
か
ら
外
れ
て
脇
殿
（
便
殿
）
へ
と
移
り
「
聴
政
」
と
「
朝
会
」
が
空
間

的
に
も
機
能
的
に
も
分
離
し
始
め
る
。
こ
の
間
の
経
緯
と
朝
儀
の
様
態
に
つ
い
て
は

以
前
考
察
し
た④
。
ま
た
、
唐
代
後
半
期
の
便
殿
中
心
の
聴
政
構
造
に
つ
い
て
も
す
で

に
論
じ
た
の
で⑤
、
本
稿
で
は
、
便
殿
が
台
頭
す
る
以
前
の
唐
代
前
半
期
に
お
い
て
、

朝
儀
と
一
体
を
な
す
聴
政
の
特
質
を
考
察
し
た
い
。

第
一
章　

唐
代
「
朝
儀
」・「
聴
政
」
の
変
遷
の
概
要

唐
代
の
常
朝
は
、
基
本
的
に
在
京
五
品
以
上
の
文
・
武
官
が
参
集
す
る
皇
帝
謁
見

儀
礼
で
あ
る
が
、
そ
の
場
で
官
人
の
意
見
表
明
が
行
わ
れ
、
皇
帝
の
応
答
が
あ
り
議

論
が
行
わ
れ
た
の
で
、
御
前
会
議
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
様
態
で
あ
る
が
、
対
仗
奏
事

と
仗
下
奏
事
の
二
通
り
が
あ
っ
た
。
対
仗
奏
事
と
は
、
官
人
が
儀
仗
兵
・
百
官
の
居

並
ん
だ
中
で
奏
事
し
君
臣
間
で
討
論
す
る
も
の
で
、公
開
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。

仗
下
奏
事
は
、
朝
儀
が
終
了
し
儀
仗
兵
・
百
官
が
退
去
後
に
残
留
し
て
議
事
す
る
も

の
で
、
宰
相
が
皇
帝
と
議
論
す
る
恒
例
の
も
の
と
、
宰
相
以
外
の
任
意
の
官
人
が
残

留
し
て
意
見
表
明
す
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
の
ふ
た
つ
に
区
分
で
き
る
。
こ
ち
ら

の
方
は
、
百
官
・
兵
士
が
退
去
し
た
後
な
の
で
、
参
加
者
は
少
人
数
で
あ
り
非
公
開

の
性
格
が
強
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
次
第
に
密
奏
の
扱
い
を
う
け
た
。

常
朝
が
挙
行
さ
れ
た
場
で
あ
る
が
、
太
極
宮
で
は
両
儀
殿
、
大
明
宮
で
は
紫
宸
殿

で
あ
り
、
南
北
中
軸
線
上
に
三
〜
四
つ
あ
る
主
要
正
殿
・
正
門
の
う
ち
、
最
も
内
側

の
殿
宇
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、筆
者
の
見
解
で
あ
る⑥
。（
図
１
）
こ
の
よ
う
に
、

唐
初
の
聴
政
は
正
殿
の
常
朝
の
場
が
主
で
あ
っ
た
が
、
則
天
武
后
の
頃
よ
り
、
脇
殿

が
君
臣
の
面
対
の
場
と
な
り
、そ
の
固
有
名
詞
が
史
料
に
出
現
し
始
め
る⑦
。
安
史
の
乱

後
、
皇
帝
の
居
所
は
長
安
大
明
宮
に
固
定
し
、
そ
の
結
果
、
諸
殿
宇
の
機
能
分
化
が

進
行
し
、
各
々
固
有
の
役
割
を
獲
得
し
始
め
る
。
そ
の
う
ち
最
も
緊
要
な
も
の
が
延

英
殿
で
あ
る⑧
。
同
殿
で
挙
行
さ
れ
た
君
臣
面
対
は
非
公
開
で
完
全
な
密
奏
で
あ
り
、そ

れ
故
、
公
開
性
の
高
い
正
殿
で
の
対
仗
奏
事
に
比
べ
、
皇
帝
・
官
人
達
は
延
英
殿
で

の
奏
議
を
便
と
し
、
聴
政
の
比
重
は
次
第
に
正
殿
か
ら
脇
殿
（
便
殿
）
に
移
行
し
て
ゆ

く
。

唐
初
の
対
仗
・
仗
下
奏
事

│
討
論
集
会
か
、
密
談
か

│
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一
方
、
大
明
宮
の
正
殿
で
あ
る
紫
宸
殿
で
は
、
常
朝
の
朝
儀
が
継
続
し
て
挙
行
さ

れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
「
聴
政
」
と
「
朝
儀
」
の
分
離
が
進
行
し
始
め
た
。
紫
宸

殿
は
、
禁
中
に
所
在
す
る
の
で
皇
帝
に
召
喚
さ
れ
た
者
し
か
入
れ
な
い
空
間
で
あ
っ

た
。
禁
中
と
外
廷
の
境
界
に
位
置
す
る
の
が
閤
門
で
あ
る
。
紫
宸
殿
に
進
入
す
る
の

に
通
過
す
る
閤
門
は
、
宣
政
殿
の
両
翼
に
所
在
す
る
東
・
西
上
閤
門
で
あ
っ
た
。
先

述
の
如
く
閤
門
内
に
入
る
に
は
皇
帝
の
召
喚
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
朝
の
儀
に

参
加
す
る
百
官
・
儀
仗
兵
に
は
召
喚
（「
喚
仗
」
と
い
う
）
を
待
つ
場
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
宣
政
殿
前
の
班
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
紫
宸
殿
の
朝
儀
は
毎
日
挙
行
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
原
則
奇
数
日
の
二
日
に
一
度
で
あ
り
、
輟
朝
な
ど
で
朝
儀
が

と
り
や
め
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、実
際
の
開
催
頻
度
は
も
っ
と
少
な
く
な
る
。

問
題
は
、
紫
宸
殿
の
朝
儀
が
行
わ
れ
な
い
日
も
、
百
官
は
宣
政
殿
前
に
立
班
し
て
お

り
、
改
め
て
「
不
坐
」（
皇
帝
は
出
座
し
な
い
）
が
宣
さ
れ
て
解
散
し
た
こ
と
で
あ
る⑨
。

つ
ま
り
、
百
官
は
原
則
的
に
毎
日
、
宣
政
殿
前
に
参
る
も
の
の
、
実
際
に
紫
宸
殿
で

皇
帝
に
謁
見
す
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
宣
政
殿
前
に
朝
参

す
る
「
常
参
」（
常
朝
）
と
、
実
際
に
東
西
上
閤
門
を
通
過
し
て
紫
宸
殿
に
進
入
す
る

「
入
閤
」
が
イ
コ
ー
ル
と
な
ら
な
い
状
況
が
常
態
化
し
た
。

　

常
参
（
宣
政
殿
）
〉
入
閤
（
紫
宸
殿
）

こ
れ
に
加
え
て
、
皇
帝
と
宰
相
が
議
政
す
る
「
聴
政
」
は
、
当
然
「
入
閤
」
の
機
会

に
行
わ
れ
る
の
で
、「
入
閤
」
＝
「
聴
政
」
の
公
式
が
成
立
し
、「
常
参
（
常
朝
）」
と

「
聴
政
」
が
不
等
号
の
関
係
と
な
る
。「
入
閤
」
は
、
聴
政
と
百
官
謁
見
を
構
成
要
素

と
す
る
重
要
な
儀
礼
と
な
り
、
こ
こ
に
「
入
閤
の
儀
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
厳

密
に
い
え
ば
、「
聴
政
」
が
「
常
参
」
に
包
括
さ
れ
る
入
れ
子
構
造
で
あ
る
が
、
両
者

が
必
ず
し
も
一
致
し
な
く
な
っ
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
後
、
五
代
に
な
る
と
、

常
朝
が
完
全
に
「
宣
不
坐
」
の
虚
礼
と
化
し
、
北
宋
も
基
本
的
に
五
代
の
制
を
継
承

し
、
実
質
的
な
議
政
の
場
は
垂
拱
・
崇
政
・
延
和
殿
等
の
便
殿
と
な
っ
た
の
で
、「
常

朝
」
と
「
聴
政
」
は
名
目
の
上
で
完
全
に
分
離
し
た
。

唐
代
に
話
を
戻
す
と
、「
入
閤
」
の
場
の
対
仗
奏
事
は
徳
宗
朝
に
廃
止
さ
れ
た
の

で
、
紫
宸
殿
と
延
英
殿
の
聴
政
は
い
ず
れ
も
少
人
数
の
議
論
の
場
と
な
り
、
論
議
を

記
録
す
る
史
官
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
公
開
性
の
低
い
密
談
の
場
と
な
っ
た⑩
。

総
括
す
る
と
、
唐
〜
宋
に
か
け
て
の
聴
政
の
在
り
方
は
、
対
仗
奏
事
に
代
表
さ
れ

る
大
人
数
の
公
開
討
論
か
ら
少
人
数
の
密
談
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

う
し
た
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
議
政
の
場
が
正
殿
か
ら
禁
中
内
奥

の
便
殿
に
移
行
し
、
少
数
の
官
人
を
対
象
と
し
た
密
談
へ
と
推
移
す
る
過
程
を
「
政

治
の
矮
小
化
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い⑪
。
し
か
し
、
唐
末
・
五
代

は
と
も
か
く
次
代
の
北
宋
ま
で
「
矮
小
化
」
論
で
一
括
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
る
と
、
前
述
の
傾
向
は
、
唐
代
前
半
期
か
ら
北
宋
に
か
け
て
の
一
貫
し
た

ト
レ
ン
ド
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
唐
代
後
半
期
か
ら
顕
著
に
な
る
聴
政
の
少
人

数
化
と
便
殿
の
台
頭
は
、
そ
れ
以
前
の
唐
代
前
半
期
に
そ
の
原
因
が
胚
胎
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
章
か
ら
、
隋
・
唐
代
前
半
期
に
お
け
る
正
殿
聴
政
を
検

討
し
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

第
二
章　

隋
か
ら
唐
初
に
お
け
る
正
殿
聴
政

第
一
節　

隋
朝
に
お
け
る
聴
政

隋
文
帝
は
、聴
政
に
極
め
て
勤
勉
な
君
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
冊
府
元

亀
』
巻
四
六
、
帝
王
部
、
智
識
に
、

　
 ﹇

貞
觀
﹈
四
年
﹇
６
３
０
七
月
﹈。
帝
臨
朝
問
房
元
齢
、
蕭

曰
、
隋
文
帝
何
如

主
也
。
対
曰
、
克
己
復
礼
、
勤
労
思
政
。
毎
一
坐
朝
、
或
至
日
側
。
五
品
以
上

引
坐
論
事
、
宿
衛
之
人
、
伝
餐
而
食
。
雖
非
性
体
仁
明
、
亦
是
励
精
之
主
也
。

帝
曰
、公
得
其
一
未
知
其
二
。
此
人
性
至
察
而
心
不
明
。
夫
心
暗
則
照
有
不
通
、

至
察
則
多
疑
於
物
。
又
欺
孤
児
寡
婦
、
以
得
天
下
。
常
疑
群
臣
内
懐
不
服
、
不
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肯
信
任
百
司
、
毎
事
皆
自
決
断
。
雖
則
労
神
苦
形
、
未
能
盡
合
於
理
。
朝
臣
既

知
上
意
、
亦
復
不
敢
直
言
。
宰
臣
以
下
承
受
而
已
。
朕
意
則
不
然
。
以
天
下
之

広
、
海
内
之
重
、
千
端
萬
緒
、
須
合
変
通
。
皆
委
百
司
、
為
国
思
審
。
関
由
宰

輔
、
安
穏
奏
聞
。
豈
得
以
百
司
万
機
、
独
断
一
人
之
慮
也
。
因
令
諸
司
曰
、
若

詔
勅
頒
下
、
有
未
穏
者
、
必
須
執
奏
。
不
得
順
旨
、
即
便
施
行
、
務
尽
臣
下
之

心
也
。

と
あ
り
、
そ
の
様
は
唐
貞
観
年
間
に
太
宗
と
そ
の
大
臣
達
に
よ
っ
て
、
賞
賛
と
批
判
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
文
帝
は
朝
会
の
際
（
す
な
わ
ち
唐
代
の
常
朝
で
あ
ろ
う
）、五
品
以

上
の
官
人
を
引
見
し
て
、
夕
方
ま
で
政
治
を
議
論
し
て
い
る
。
彼
の
勤
政
ぶ
り
は
同
時

代
人
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、『
冊
府
元
亀
』
巻
五
三
一
、
諫
諍
部
、
規
諫
に
、

　

 

楊
尚
希
為
上
儀
同
。
高
祖
毎
旦
臨
朝
、
日
昃
不
倦
。
尚
希
諌
曰
、
周
文
王
以
憂

勤
事
損
寿
。
武
王
以
安
楽
延
年
。
願
陛
下
挙
大
綱
、
責
成
宰
輔
。
繁
碎
之
務
、

非
人
主
所
宜
親
也
。
帝
歓
然
曰
、
公
愛
我
者
。

と
あ
り
、
朝
会
・
聴
政
を
毎
日
実
行
し
て
い
た
の
は
、
ど
う
や
ら
事
実
ら
し
い
。
文

帝
本
人
も
遺
詔
に
て
諸
事
朝
廷
で
自
ら
決
裁
し
た
こ
と
を
誇
っ
て
い
る⑫
。
文
帝
期
の

主
要
な
政
策
決
定
の
場
は
正
殿
の
朝
会
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
は
、
百
官
集
団
と
皇
帝

が
実
質
的
な
討
論
を
持
つ
場
で
あ
っ
た⑬
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
帝
の
作
風
は
、
彼

の
存
命
中
か
ら
批
判
の
声
が
あ
り
、
前
記
史
料
の
楊
尚
希
は
、「
繁
碎
の
務
め
、
人
主

の
宜
し
く
親
し
む
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
っ
て
お
り
、
治
書
侍
御
史
柳
彧
は
、

百
官
が
煩
碎
な
事
柄
ま
で
多
く
奏
請
よ
う
に
な
っ
た
風
潮
を
分
析
し
て
、
次
の
論
旨

を
展
開
し
て
い
る
。

　

① 

事
案
が
大
小
と
無
く
皇
帝
の
決
裁
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
百
官
は
罪
を
恐
れ

て
自
分
で
判
断
を
下
す
こ
と
な
く
、
小
さ
な
営
繕
の
こ
と
や
取
る
に
足
り
な

い
物
資
の
支
給
に
至
る
ま
で
奏
聞
し
て
、
皇
帝
の
指
示
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

② 

そ
の
結
果
、
諸
官
司
へ
の
指
示
が
ふ
く
れ
あ
が
り
、
寝
食
を
忘
れ
文
書
の
決

裁
に
没
頭
し
、
皇
帝
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

　

③ 

国
家
経
営
の
大
事
は
皇
帝
の
裁
断
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
瑣
事
は
担

当
官
司
に
委
任
さ
れ
た
い⑭
。

ま
た
、
先
述
の
太
宗
皇
帝
の
文
帝
に
対
す
る
批
判
点
は
、
以
下
に
纏
め
ら
れ
る
。

　

① 

文
帝
の
性
格
は
物
事
を
察
す
る
こ
と
を
尊
ぶ
も
の
の
、心
が
明
ら
か
で
な
い
、

故
に
猜
疑
心
が
多
く
な
る
。

　

② 

彼
は
北
周
の
孤
児
・
寡
婦
を
欺
い
て
天
下
を
得
た
者
で
あ
り
、
群
臣
が
己
に

心
服
し
て
い
な
い
と
疑
い
信
任
し
な
か
っ
た
。

　

③ 

そ
れ
故
、
諸
官
司
の
事
案
を
自
ら
裁
断
し
た
が
、
心
身
を
疲
労
さ
せ
て
も
す

べ
て
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

④ 

百
官
は
、
皇
帝
の
心
意
を
承
知
し
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
直
言
せ
ず
、
宰
相

も
イ
エ
ス
マ
ン
と
化
し
た
。

　

⑤ 

太
宗
自
身
は
、
宰
相
・
諸
官
司
に
天
下
の
こ
と
を
委
ね
奏
聞
さ
せ
る
。
万
機

を
一
人
で
決
断
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

⑥ 

諸
司
に
、
頒
下
さ
れ
た
詔
勅
で
不
穏
当
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
執
奏
し
、

帝
旨
に
従
い
た
だ
ち
に
施
行
し
て
は
い
け
な
い
と
命
じ
る
。

楊
尚
希
・
柳
彧
・
太
宗
と
も
瑣
末
な
事
項
ま
で
皇
帝
が
親
裁
す
る
こ
と
の
不
可
を
い

う
。
そ
の
理
由
と
し
て
皇
帝
個
人
の
心
身
を
損
な
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
、
柳
・
太
宗
は
、
一
人
が
万
機
を
決
す
る
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
上
、

百
官
が
独
裁
的
な
皇
帝
に
お
も
ね
り
緘
黙
す
る
弊
害
を
指
摘
す
る
。
隋
・
唐
の
識
者

は
こ
う
し
た
見
解
で
一
致
し
て
い
る
が
、
唐
の
太
宗
と
な
る
と
、
文
帝
の
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
俎
上
に
挙
げ
て
い
る
。
曰
く
ク
ー
デ
タ
ー
で
奪
権
し
た
君
主
故

に
百
官
を
信
頼
せ
ず
に
、
猜
疑
心
を
も
っ
て
望
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
。
彼
の

評
言
は
、
む
ろ
ん
唐
朝
君
主
と
し
て
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

朝
会
の
場
で
の
文
帝
の
手
法
が
、
皇
帝
と
百
官
の
関
係
性
に
起
因
す
る
と
し
た
見
解

は
注
目
さ
れ
て
よ
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
皇
帝
と
し
て
の
正
統
性
の
脆
弱
さ
は
、
当
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の
太
宗
と
て
同
様
で
あ
り
、
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
。

文
帝
を
つ
い
だ
煬
帝
で
あ
る
が
、『
隋
書
』
巻
六
一
、
郭
衍
伝
に
、

　

 
衍
能
揣
上
意
、
阿
諛
順
旨
。
帝
毎
謂
人
曰
、
唯
有
郭
衍
、
心
與
朕
同
。
又
嘗
勧

帝
取
楽
、
五
日
一
視
事
。
無
得
効
高
祖
空
自
劬
労
。
帝
従
之
、
益
称
其
孝
順
。

と
あ
り
、
文
帝
の
「
教
訓
」
に
学
び
聴
政
を
五
日
に
一
度
に
変
更
し
て
い
る
。
そ
の

も
た
ら
す
結
果
は
側
近
政
治
で
あ
っ
た
。『
隋
書
』
巻
六
七
、
虞
世
基
伝
に
、

　

 

帝
重
其
才
、
親
礼
逾
厚
、
専
典
機
密
。
與
納
言
蘇
威
、
左
翊
衛
大
將
軍
宇
文
述
、

黄
門
侍
郎
裴
矩
、
御
史
大
夫
裴
蘊
等
参
掌
朝
政
。
于
時
天
下
多
事
、
四
方
表
奏

日
有
百
数
。
帝
方
凝
重
、
事
不
庭
決
。
入
閤
之
後
、
始
召
世
基
、
口
授
節
度
。

世
基
至
省
、
方
為
勅
書
。
日
旦
百
紙
、
無
所
遺
謬
。
其
精
審
如
是
。

と
あ
り
、
朝
会
の
場
で
決
事
せ
ず
朝
会
終
了
後
、
禁
中
で
虞
世
基
相
手
に
政
策
を
決

定
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
煬
帝
は
朝
会
の
頻
度
を
減
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
、
朝
会
の

場
も
有
名
無
実
化
し
た
こ
と
で
文
帝
の
手
法
を
二
重
に
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

皇
帝
の
政
策
決
定
に
つ
い
て
、「
討
論
集
会
」（
皇
帝
・
百
官
が
殿
庭
と
い
う
同
一
の
空

間
を
共
有
し
討
議
す
る
）
と
、「
密
室
の
決
事
」
と
い
う
二
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
す
で

に
隋
朝
二
代
の
間
に
出
現
し
て
い
た
。
ア
ー
サ
ー
・
Ｆ
・
ラ
イ
ト
氏
に
よ
る
と
、
後

者
の
側
近
政
治
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
虞
世
基
ら
五
人
組
の
多
く
は
実
務
家
的
官
僚

で
あ
り
、
文
帝
期
の
功
臣
の
よ
う
な
「
公
開
の
朝
会
に
お
け
る
諫
言
や
議
論
と
い
う

伝
統
的
形
式
に
長
じ
た
官
人
の
タ
イ
プ
」
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら

側
近
官
僚
は
「
諫
言
」
で
政
策
に
助
言
す
る
者
達
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

が
隋
朝
崩
壊
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
す
る⑮
。

第
二
節　

唐
朝
前
半
期
の
対
仗
・
仗
下
奏
事
の
変
遷

先
述
し
た
よ
う
に
、
正
殿
の
聴
政
の
形
式
は
対
仗
奏
事
と
仗
下
奏
事
に
大
別
さ
れ

る
。
両
者
は
唐
初
の
聴
政
の
メ
イ
ン
で
あ
り
、
玄
宗
朝
ま
で
頻
々
と
改
制
が
繰
り
返

さ
れ
た
（
表
1
）。

表
1

2
に
よ
る
と
、
太
宗
は
大
臣
が
薨
去
し
た
時
に
、
官
人
の
対
仗
奏
事
を
忌

避
し
、
か
わ
り
に
進
状
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る⑯
。
政
事
の
自
粛
を
表
す
方
法
と
し

て
そ
の
停
止
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
対
仗
奏
事
が
政
治
活
動
の
中
核
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
又
、文
書
に
よ
る
意
見
表
明
（
進
状
）
が
対
仗

奏
事
に
比
べ
て
次
要
の
扱
い
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
政
務
処
理
は
文
書
行
政
よ
り
も

朝
会
で
の
口
頭
奏
事
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
進
状
で
あ
る
が
、
貞
観
年
間
の
言

路
洞
開
の
副
産
物
で
あ
ろ
う
か
、密
奏
（
封
事
）
で
誹
謗
中
傷
す
る
者
が
増
加
し
対
策

に
苦
慮
す
る
よ
う
に
な
る
（
表
1

3
）。
高
宗
朝
初
年
は
、
五
品
以
上
の
封
事
が
奏

上
で
き
な
い
場
合
、
代
わ
り
に
仗
下
面
奏
さ
せ
（
表
1

4
）、
逆
に
面
奏
で
き
な
け

れ
ば
、
封
事
さ
せ
る
（
表
1

5
）
等
、
封
事
と
面
奏
は
相
互
に
代
替
可
能
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
た
。
五
品
以
上
が
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
常
朝
に
参
加
す
る
メ
ン
バ
ー

で
日
常
的
に
皇
帝
に
謁
見
す
る
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
皇
帝
の
ス
タ
ン
ス
は

あ
く
ま
で
直
接
対
面
し
て
意
思
疎
通
で
き
る
間
柄
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、

太
宗
〜
高
宗
期
で
は
文
書
よ
り
も
口
頭
奏
事
に
比
重
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
時
期
が
下
る
と
次
第
に
文
書
行
政
が
浸
透
し
て
く
る
。
表
1

10
に
よ
る

と
、
諸
司
の
大
事
・
軍
機
は
仗
下
で
奏
事
し
、
常
務
は
進
状
さ
せ
る
勅
が
出
さ
れ⑰
、

開
元
一
八
年
に
も
同
一
趣
旨
の
勅
が
出
さ
れ
る
（
表
1

18
）。
一
方
で
、
仗
下
奏
事

が
機
密
事
項
の
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
（
表
1

11
）、
皇
帝
の
思
惑
を

越
え
て
臣
僚
達
を
誘
引
し
、
こ
ん
ど
は
文
書
で
は
な
く
面
奏
に
よ
っ
て
売
り
込
み
を

は
か
る
傾
向
が
出
て
き
た
（
表
1

13
・
16
・
17
）。
内
密
に
訴
え
か
け
ら
れ
る
仗
下
奏

事
は
、
恩
寵
希
求
の
場
と
し
て
封
事
よ
り
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
表
1

16
の

開
元
五
年
（
七
一
七
）
の
勅
は
、仗
下
奏
事
と
対
仗
奏
事
及
び
進
状
の
関
係
を
整
理
し

て
お
り
参
考
に
な
る
。

　
諸
司
の
奏
事
┤
秘
密
事
項
↓
仗
下
奏
事
┤
文
書
が
膨
大
・
こ
み
い
っ
た
要
件
は
事
前
に
進
状

─

─

┬
そ
の
他
↓
対
仗
奏
事
└

─┌
太
史
官
の
奏
事⑱
は
旧
例
ど
お
り
仗
下
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表 1、唐初の対仗・仗下奏事規定
西暦 年号 内容 出典 備考
1 貞観初期 仗下後、宰相と論政→起居郎が記録 冊 554、国史部、総序

2 630 貞観 4年 5月 5日 大臣死去→太宗、有司の対仗奏事を
喜ばず→今後止めさせる 会 25、百官奏事 面奏を忌避

3 636 貞観 10 年
※上奏で誹謗中傷する者多し→小事
は聞奏ならず、もし上封事すれば科
刑する

冊 46、帝王部、智識

4 651 永徽 2年 12 月 五品以上、封事ができなければかわ
りに仗下面奏 会 25、百官奏事 仗下奏事は封事の

代替→密奏？

5 654 永徽 5年 9月 五品以上の発言を求める→面奏でき
なければ封事 冊 102､ 帝王部、招諌 面奏・文書両方

6 656 顕慶初 宰相許敬宗・李義府→起居官を仗下
から退去させる→仗下奏事の密奏化 会 56、起居郎、起居舎人

仗下奏事の本格的
密奏化

7 664 麟徳元年 12 月 武后、御坐の後に垂簾→政事に参加 鑑 201
8 684 光宅元年 2月 15 日 武后単独の垂簾聴政の本格化 鑑 203
9 693 長寿 2年 宰相姚 の建議で時政記を創始 冊 554､ 国史部、総序 改廃常なし

10 694 長寿 3年臘月 11 日 諸司の大事・軍機は仗下で奏事すべ
し→常務は進状せよ？

吐魯番文書グリュン
ウェル TIIT

機密と常務の使い
分け

11 708 景龍 2年 2月 7日
仗下奏事人は、中書・門下に対して
奏事すべし→秘密事項で公開できな
い場合・太史官の密奏は例外

会 25、百官奏事 仗下奏事の統制
→機密は例外

12 709 景龍 3年 2月 26 日
諸司は大事を奏する三日前に長官の
押印を得た上で進状すべし。御史の
対仗弾劾も事前に進状

会 25、百官奏事 仗下奏事の統制

13 711 景雲 2年 12 月 群臣が多く仗下奏事を請い、自己の
栄達を要求→厳しく対処する

唐大詔令集 110､「不許羣
臣干請詔」

14 712 景雲 3年 御史の対仗弾劾は事前進状、許可制
とする 会 61、弾劾 仗下奏事の統制

15 715 開元 3年 10 月 7 日
制勅の不便等は得失を進状→五品以
上の官は廷争を許す→軽薄・誹謗の
発言は御史台が取り締まる

唐大詔令集 105､ 聴百寮
進状及廷争勅

文書よりも面奏に
重点

16 717 開元 5年 9月 12 日

最近、諸司の奏陳は皆仗下を要請→
秘密事項以外は皆対仗奏事せしむ→
文書膨大・複雑事案はまず進状→太
史官は従来通り仗下

会 25、百官奏事 対仗奏事に重点→
機密は例外

17 718 開元 6年 7月 28 日
最近、諸司の奏事は仗下独奏が多い
→対仗公言すべし→曹司細務・秘密
事項は仗下奏事

会 25、百官奏事 上記と同じ→曹司
細務も附加

18 730 開元 18 年 4月 21 日 五品以上要官→兵馬要事は面陳奏事→その他の常務は進状 会 25、百官奏事 面奏から文書に重
点→機密は例外

19 740年代 開元末
御史の弾奏は中丞・大夫の許可を得
て中書門下に事前申告する 唐語林校證８、補遺 李林甫専権の基盤

20 756 至徳元年 9月 10 日 諌議大夫論事・御史の弾劾は宰相・
大夫の許可を必要としない

会 55、諌議大夫・会 61、
御史台中、弾劾 専権宰相を防遏

21 756 至徳元年 10 月 3 日 上記と同様の措置　※宰相輪番制を
敷く

冊 64、帝王部、発号令
３：鑑 219 上記に同じ

22 759 乾元 2年 4月 6日 御史の弾劾は予め進状する必要なし 会 61、御史台中、弾劾 上記に同じ

23 762 宝応元年 延英殿宰相奏対制度の定例化 新 140、苗晋卿 群臣の密奏は延英
殿へ移行

24 779 大暦 14 年 6 月 政事は隠さず廷争・御史の弾奏は貞
観の故事による 冊 89、帝王部、赦宥 上記に同じ

25 802 貞元 18 年 7 月 正衙の奏事を禁止する→宰相の仗下
奏は継続 会 25、百官奏事
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仗
下
奏
事
が
密
奏
の
場
と
な
っ
た
の
は
、
高
宗
顕
慶
の
初
年
に
、
宰
相
許
敬
宗
ら

が
仗
下
の
面
奏
を
隠
密
に
す
る
た
め
に
起
居
注
官
を
退
出
さ
せ
て
以
降
で
あ
る
が

（
表
1

6
）、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
そ
れ
が
定
着
し
、
公
開
の
対
仗
奏
事
と
の
機
能

分
化
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
事
前
進
状
制
が
導
入
さ
れ
た
が
、
条
件
付
き
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
開
元
五
年
に
こ
の
よ
う
な
整
理
が

行
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、翌
六
年
に
は
再
び
同
趣
旨
の
詔
が
下
っ
て
お
り
（
表
1

17
）、
官
人
達
の
行
動
は
な
か
な
か
改
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
官
人
の
奏
事
・
御
史
の
弾
劾
に
つ
い
て
宰
相
・
御
史
大
夫
が
規
制
を
加
え

る
動
き
が
並
行
し
て
進
行
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
景
龍
二
年
（
７
０
８
）
に
、仗
下
奏

事
者
は
、
中
書
・
門
下
に
対
し
て
奏
上
す
べ
し
と
の
勅
が
下
さ
れ
る
が
、
秘
密
事
項

と
太
史
官
の
奏
事
は
除
外
さ
れ
て
い
る
（
表
1

11
）。
中
書
・
門
下
に
対
し
て
奏
事

す
る
と
は
、
殿
上
に
控
え
る
宰
相
に
対
し
て
奏
事
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
例

外
事
項
が
あ
る
の
で
、
密
奏
の
場
合
、
宰
相
が
退
去
し
た
後
皇
帝
と
一
対
一
で
奏
上

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
景
龍
三
年
（
７
０
９
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
勅
が
下
っ
た
（
表

1

12
）。

　

 

至
三
年
二
月
二
十
六
日
。
勅
。
諸
司
欲
奏
大
事
、
並
向
前
三
日
、
録
所
奏
状
一

本
、
先
進
。
令
長
官
親
押
、
判
官
対
仗
面
奏
。
其
御
史
弾
事
、
亦
先
進
状
。

諸
司
の
対
仗
奏
事
に
対
し
て
長
官
が
事
前
検
閲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
恐

ら
く
、
こ
れ
以
前
諸
司
の
官
人
は
、
長
官
の
意
向
か
ら
独
立
し
て
皇
帝
に
奏
事
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
勅
は
、
御
史
の
対
仗
弾
劾
に
も
規
制
を
加
え
て
い

る
。
対
仗
弾
劾
と
は
御
史
台
の
御
史
が
百
官
・
儀
仗
居
並
ぶ
中
で
、
特
定
の
官
人
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
弾
劾
状
を
読
み
上
げ
る
行
為
で
あ
る⑲
。
本
勅
で
は
こ
の
対
仗
弾

奏
は
、
事
前
に
皇
帝
に
進
状
し
て
予
告
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
勅
が
出
さ
れ
た
背
景
と
し
て
前
月
の
事
件
が
考
え
ら
れ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻

二
〇
九
、
景
龍
三
年
（
七
〇
九
）
二
月
丙
申
の
条
に
、

　

 

監
察
御
史
崔
琬
、
対
仗
弾
宗
楚
客
、
紀
処
訥
潜
通
戎
狄
、
受
其
貨
賂
、
致
生
辺

患
。
故
事
、
大
臣
被
弾
、
俯
僂
趨
出
、
立
於
朝
堂
待
罪
。
至
是
、
楚
客
更
憤
怒

作
色
、
自
陳
忠
鯁
、
為
琬
所
誣
。
上
竟
不
窮
問
、
命
琬
與
楚
客
結
為
兄
弟
、
以

和
解
之
。
時
人
謂
之
和
事
天
子
。

と
あ
り
、
監
察
御
史
が
宰
相
宗
楚
客
を
対
仗
弾
奏
し
た
と
こ
ろ
、
中
宗
皇
帝
が
不
問

に
附
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
含
め
て
以
前
の
対
仗
弾
奏
は
、
皇
帝
を
始
め
と

す
る
関
係
者
に
予
告
無
し
で
突
然
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
り
、
極
め
て
威
嚇
効
果
の
高

い
劇
的
な
活
動
で
あ
っ
た
。
対
仗
弾
奏
に
対
す
る
規
制
は
三
年
後
の
景
雲
三
年

（
七
一
二
）
に
も
行
わ
れ
、
事
前
進
状
の
上
、
許
可
制
と
な
っ
た
（
表
1

14
）。
さ
ら

に
開
元
末
に
は
、
御
史
の
弾
奏
は
中
丞
・
大
夫
の
許
可
を
得
て
宰
相
に
事
前
申
告
す

る
よ
う
に
な
っ
た
（
表
1

19
）。
実
に
李
林
甫
の
当
権
期
に
当
た
り
、
専
権
宰
相
を

支
え
る
基
盤
と
目
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
粛
宗
が
即
位
す
る
と
、
こ
の
制
は
撤
廃
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（
表
1

20
・
21
・
22
）。

表
1
に
基
づ
い
て
、
仗
下
奏
事
と
対
仗
奏
事
の
制
度
変
遷
を
概
観
す
る
と
、
①
面

奏
に
よ
る
口
頭
奏
事
主
体
か
ら
、
文
書
制
度
併
用
へ
の
移
行
、
②
対
仗
奏
事
主
体
の

公
開
討
論
会
か
ら
仗
下
奏
事
に
よ
る
密
奏
へ
の
傾
斜
、
と
い
う
二
つ
の
傾
向
が
看
取

さ
れ
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
文
書
に
よ
る
事
前
審
査
が
導
入
さ
れ
た
が
、
一
方
で
密

奏
の
仗
下
奏
事
が
健
在
な
の
で
ど
れ
ほ
ど
実
効
性
が
あ
っ
た
か
疑
わ
し
い
。そ
の
為
、

密
奏
を
戒
め
る
勅
文
が
反
覆
し
て
出
さ
れ
る
（
表
1

13
・
16
・
17
）。
も
っ
と
も
、
皇

帝
は
官
人
の
利
己
的
な
上
言
に
辟
易
し
て
は
い
る
が
、
機
密
等
の
例
外
事
項
を
毎
回

勅
文
に
つ
け
て
お
り
（
表
1

10
・
11
・
16
・
17
・
18
）、
皇
帝
の
側
に
も
密
奏
を
必
要

と
す
る
欲
求
が
潜
在
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
面
奏
と
進
状
の
せ
め
ぎ
合
い

が
生
じ
、
文
書
行
政
が
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
李
林
甫
の
よ

う
な
専
権
宰
相
の
言
路
壅
蔽
で
あ
る
が
、
対
仗
弾
奏
に
対
し
て
規
制
を
加
え
た
も
の

の
、
一
般
の
官
人
に
対
す
る
方
策
は
裏
面
か
ら
の
圧
力
に
す
ぎ
な
か
っ
た⑳
。

②
に
つ
い
て
は
、
玄
宗
皇
帝
が
治
世
の
初
期
に
対
仗
奏
事
の
振
挙
を
図
る
が
（
表
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1

16
・
17
）、
或
い
は
貞
観
の
盛
時
を
意
識
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
先
述
の
如

く
太
宗
朝
で
は
仗
下
奏
事
は
密
談
の
場
で
は
な
く
、
正
殿
の
朝
会
は
い
わ
ば
皇
帝
主

宰
の
公
開
討
論
集
会
で
あ
っ
た
。
高
宗
朝
で
仗
下
奏
事
が
非
公
開
と
な
り
、
以
後
密

奏
が
優
勢
に
な
る
の
は
君
臣
双
方
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

「
貞
観
の
故
事
」の
影
響
力
は
依
然
と
し
て
強
か
っ
た
。
玄
宗
は
旧
制
の
再
興
を
図
る

も
の
の
、
治
世
の
終
末
に
政
治
に
対
す
る
意
欲
の
低
下
と
と
も
に
専
権
宰
相
の
独
裁

を
も
た
ら
し
破
滅
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る㉑
。
太
宗
の
よ
う
に
公
開
討
論
集
会
を
効
果

的
に
運
用
す
る
の
は
、
皇
帝
個
人
の
力
量
が
問
わ
れ
よ
う㉒
。

安
史
の
乱
が
勃
発
す
る
と
、
迅
速
な
意
志
決
定
の
必
要
か
ら
謁
見
制
度
の
少
人
数

化
・
官
僚
制
的
シ
ス
テ
ム
化
は
不
可
避
と
な
り
、
密
奏
の
み
な
ら
ず
聴
政
の
機
能
は

便
殿
延
英
殿
に
吸
収
さ
れ
て
い
く㉓
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
密
奏
の
台
頭
と

仗
下
奏
事
・
対
仗
奏
事
の
機
能
分
化
は
そ
れ
な
り
の
制
度
化
の
過
程
を
表
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
唐
代
前
半
期
の
各
皇
帝
の
聴
政
に
対
す
る
態
度

を
個
別
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

第
三
章　

唐
代
前
半
期
の
聴
政
の
様
態

（
一
）
高
祖

初
代
皇
帝
高
祖
は
、
功
臣
達
と
極
め
て
親
密
な
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
換

言
す
れ
ば
ル
ー
ズ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
タ
ー
ム
が
「
御
榻
同
坐
」・

「
臥
内
引
入
」
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
、
帝
王
部
、
謙

徳
に
、

　

 

唐
高
祖
初
即
位
、
言
自
称
名
、
與
貴
臣
毎
同
榻
而
坐
。
納
言
劉
文
静
進
諫
曰
、

昔
晋
元
帝
初
立
、
常
與
朝
臣
共
坐
。
王
導
奏
曰
、
太
陽
俯
同
萬
物
、
欲
使
蒼
生

将
何
仰
照
。
今
至
尊
自
卑
屈
、
群
下
何
以
自
安
。
諸
臣
入
朝
、
皆
升
御
坐
。
乖

乾
坤
之
定
位
、
誠
願
陛
下
改
之
。
帝
曰
、
昔
漢
光
武
與
厳
子
陵
同
臥
、
乃
至
加

足
於
帝
腹
。
諸
公
並
旧
歯
名
賢
、
平
生
親
友
。
今
雖
応
天
受
命
、
而
宿
昔
之
志
、

何
可
忘
之
。
連
榻
同
餐
、
適
盡
歓
愛
、
公
宜
勿
為
謙
也
。

と
あ
り
、
高
官
が
入
朝
す
れ
ば
高
祖
は
御
榻
に
彼
ら
を
招
い
て
共
に
座
っ
た
。
後
者

に
つ
い
て
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
七
六
、
帝
王
部
、
礼
大
臣
に
、

　

 

唐
高
祖
時
、
裴
寂
為
尚
書
右
僕
射
。
賜
以
服
玩
、
不
可
勝
紀
。
仍
詔
尚
食
奉
御
、

毎
日
賜
寂
御
膳
。
高
祖
視
朝
、
必
引
與
同
坐
、
入
閣
則
延
之
臥
内
。
言
無
不
從
、

呼
為
裴
監
、
而
不
名
。
當
朝
親
礼
、
莫
以
為
比
。

と
あ
り
、
建
国
の
功
臣
裴
寂
を
朝
会
の
際
に
と
も
に
御
座
に
座
ら
せ
、
禁
中
に
入
れ

ば
臥
内
（
寝
室
）
に
ま
で
招
き
い
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
う
し
た
高
祖
の
振
る
舞
い

は
、
果
た
し
て
彼
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
起
因
す
る
も
の
か
、
王
朝
の
初
代
皇

帝
と
功
臣
の
関
係
と
し
て
通
時
代
的
に
見
ら
れ
る
事
象
な
の
か
、
は
た
ま
た
、
こ
の

時
期
特
有
の
時
代
性
を
刻
印
さ
れ
た
特
性
で
あ
る
の
か
、
慎
重
に
考
察
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
当
該
期
の
史
料
を
見
る
と
、
御
榻
同
坐
・
臥
内
引
入
と
も
人
心
収
攬
の
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
八
、
帝
王
部
、
帝
徳
に
、

　

 

唐
高
祖
、
七
歳
襲
爵
唐
国
公
、

儻
不
羈
、
豁
逹
大
度
。
至
性
剛
直
、
無
所
矯

飾
。
志
略
宏
遠
、
寛
仁
容
衆
。
凡
所
與
遊
集
、
無
貴
賤
皆
得
其
歓
心
。
及
義
兵

起
、
群
盜
大
侠
争
来
帰
附
焉
。
謁
見
必
與
同
坐
、
或
延
之
臥
内
。
握
手
造
膝
、

恩
如
朋
友
。
賞
賜
金
帛
、
無
所
愛
恡
。
凡
有
委
任
、
推
以
赤
心
、
皆
許
便
宜
従

事
、
未
嘗
限
以
文
法
。
由
是
、
銜
命
畢
力
、
向
義
者
如
流
。
及
即
位
、
見
旧
愛

故
人
、
特
執
撝
降
有
自
遠
至
者
、
皆
為
之
加
礼
。
貴
臣
常
引
升
御
榻
、
辞
意
款

昵
、
言
必
称
名
。
初
、
軍
国
多
務
、
奏
請
塡
委
、
臨
朝
処
分
、
剖
決
如
流
。
毎

発
其
姦
伏
、
皆
出
人
之
意
表
。
然
唯
挙
大
綱
、
不
存
苛
細
。
嘗
従
容
謂
侍
臣
曰
、

隋
煬
帝
時
、
遣
左
右
覘
察
得
失
。
朝
臣
戦
懼
、
咸
不
自
安
。
君
臣
一
体
、
豈
當

如
是
。

と
あ
り
、
割
拠
勢
力
が
来
降
し
た
際
に
同
坐
・
臥
内
引
入
で
懐
柔
し
て
お
り
、
即
位
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後
の
大
臣
を
御
榻
に
同
坐
さ
せ
る
の
も
こ
う
し
た
延
長
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る㉔
。

ち
な
み
に
、
引
用
文
末
に
述
べ
る
よ
う
に
高
祖
の
聴
政
は
煬
帝
の
苛
察
の
教
訓
に
鑑

み
て
大
綱
を
挙
げ
る
に
努
め
る
方
針
で
あ
っ
た
。

臥
内
引
入
に
関
し
て
は
、
反
乱
勢
力
に
直
面
し
た
地
方
長
官
が
人
心
を
掌
握
す
る

手
段
と
し
て
用
い
た
事
例
が
あ
り㉕
、
非
常
事
態
下
に
用
い
ら
れ
た
術
策
と
い
う
見
方

も
で
き
る
。
し
か
し
、
遡
れ
ば
、
隋
・
北
斉
の
皇
帝
も
臣
下
を
臥
内
に
引
き
入
れ
て

歓
を
尽
く
し
て
お
り
、
単
純
に
戦
時
下
の
権
宜
の
み
と
も
い
え
な
い
。
南
北
朝
末
か

ら
唐
初
に
か
け
て
の
君
臣
関
係
の
あ
り
か
た
を
示
す
事
象
で
は
な
か
ろ
う
か㉖
。
周
知

の
如
く
唐
高
祖
は
も
と
隋
朝
の
大
臣
で
あ
り
、
そ
の
臣
下
達
は
隋
朝
で
は
同
僚
関
係

に
あ
っ
た㉗
。
彼
の
治
世
中
は
未
だ
中
国
を
統
一
で
き
ず
、
北
方
か
ら
突
厥
の
圧
力
に

さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
の
座
に
不
安
定
要
因
を
抱
え
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
同
輩

中
の
第
一
人
者
」
を
演
じ
た
（
演
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
と
し
た
ら
、
や
は
り
当
該

期
の
皇
帝
権
力
の
特
性
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
ま
い
か㉘
。

（
二
）
太
宗

太
宗
は
「
玄
武
門
の
変
」
に
お
い
て
、兄
弟
を
殺
戮
し
父
よ
り
帝
位
を
奪
っ
た
ク
ー

デ
タ
ー
の
勝
者
で
あ
り
、
そ
の
実
態
は
簒
奪
者
で
あ
っ
た
。
貞
観
二
年
（
六
二
八
）、

梁
師
都
を
滅
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
し
、
四
年
に
は
、
そ
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
東
突
厥

を
滅
ぼ
し
て
勢
威
を
振
る
っ
た
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
八
、
帝
王
部
、
帝
徳
に
、

　

 

帝
威
容
甚
粛
、
百
寮
進
見
、
皆
失
其
措
。
帝
知
其
若
此
、
毎
見
人
奏
事
、
必
假

借
顔
色
、
使
得
尽
言
。
嘗
謂
公
卿
曰
、
朕
見
煬
帝
多
忌
、
朝
臣
不
語
、
非
謂
待

下
者
也
。
朕
欲
上
和
下
睦
、
君
臣
一
体
。
遂
語
百
寮
、
日
午
事
隙
、
各
帰
第
、

所
有
情
好
、
任
其
往
来
、
虚
懷
博
納
、
不
欲
見
人
之
短
。
又
謂
群
臣
曰
、
朕
比

許
上
封
事
者
、
欲
知
国
家
臧
否
、
政
教
得
失
。
而
無
識
人
、
因
此
兼
言
公
等
王

過
。
朕
皆
棄
而
不
覧
、
想
不
以
懷
疑
。

と
あ
っ
て
、
彼
の
聴
政
に
は
軍
人
と
し
て
の
威
厳
が
満
ち
て
お
り
、
群
臣
と
の
謁
見

に
は
威
嚇
的
態
度
を
改
め
る
な
ど
特
別
の
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た㉙
。
も
っ
と
も
、
先

述
の
如
く
権
力
奪
取
の
経
緯
か
ら
、
彼
の
正
統
性
に
は
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
て
い
た

の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
史
書
編
纂
に
対
す
る
偏
執
的
態
度
を
も
た
ら
し㉚
、
そ

の
せ
い
か
、
太
宗
の
聴
政
に
対
す
る
姿
勢
は
、
君
臣
の
輿
論
に
対
す
る
配
慮
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
〇
、
帝
王
部
、
寛
刑
に
、

　

 

太
宗
貞
観
十
六
年
﹇
六
四
二
﹈
十
一
月
。
広
州
都
督
党
仁
弘
、
坐
枉
法
取
財
、

及
受
所
監
臨
贓
百
餘
万
、
當
死
。
太
宗
哀
之
曰
、
吾
一
昨
、
見
大
理
進
殺
仁
弘

第
五
奏
。
中
心
愴
然
、
臨
晡
食
、
遂
令
輟
案
。
愍
其
白
首
就
戮
、
将
全
活
之
。

而
為
其
求
理
、
永
無
済
路
。
今
曲
法
就
公
等
乞
之
。
十
二
月
壬
午
朔
。
召
五
品

以
上
、
至
太
極
殿
前
。
而
謂
之
曰
、
夫
人
君
執
賞
罰
、
貴
在
必
信
、
同
天
地
法

四
時
也
。
党
仁
弘
犯
罪
當
死
。
朕
欲
哀
矜
、
是
朕
自
弄
文
法
、
誠
負
天
地
。
臣

有
過
、
請
罪
於
君
、
君
有
過
、
須
請
罪
於
天
。
因
命
有
司
、
設
草
席
於
南
郊

内
、
日
一
進
蔬
食
。
朕
将
三
日
告
天
請
罪
焉
。
司
空
房
元
齢
等
曰
、
陛
下
躬
履

行
陣
、
撥
乱
平
敵
。
天
下
戸
口
千
六
百
万
、
頼
陛
下
而
生
。
礼
洽
化
行
、
政
寛

刑
簡
。
仁
弘
受
財
、
議
當
極
法
。
陛
下
哀
其
歯
耄
、
賜
以
更
生
。
殺
生
之
柄
、

属
在
人
主
。
今
欲
請
罪
於
天
、
臣
等
不
勝
悚
懼
、
請
停
。
太
宗
不
聴
、
自
左
序

門
入
百
寮
於
殿
庭
、
頓
首
三
請
。
旦
至
日
昃
。
太
宗
乃
手
詔
、
答
曰
、
夫
為
政

之
大
、
慎
枉
刑
獄
、
縦
捨
任
心
、
以
欺
衆
庶
、
罪
一
也
。
知
人
不
明
、
委
用
貪

冒
、
罪
二
也
。
善
善
未
賞
、
悪
悪
不
誅
、
罪
三
也
。
若
斯
三
者
、
豈
得
無
過
。

以
公
固
諫
、
且
依
来
請
。
於
是
宥
仁
弘
、
為
庶
人
、
徙
欽
州
。

と
あ
り
、
一
人
の
汚
職
官
吏
を
宥
免
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
正
殿
太
極
殿
に
五
品

以
上
の
官
僚
を
招
集
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
で
語
ら
れ
た
事
柄
は
、
皇
帝
自
ら
天

地
に
背
い
て
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
懺
悔
と
、
南
郊
で
三
日
に
わ
た
っ
て
天
に
許

し
を
請
う
旨
の
決
意
で
あ
っ
た
。
房
玄
齢
以
下
の
百
官
も
こ
れ
に
は
恐
縮
し
て
太
宗

の
意
向
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
太
宗
皇
帝
が
こ
の
よ
う
な
窮
状
に
追
い
込
ま

れ
た
の
は
、
言
路
を
広
め
諫
言
を
容
認
す
る
名
君
の
立
場
を
追
究
し
た
結
果
の
自
縄
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自
縛
で
あ
る
が
、
そ
の
大
仰
な
イ
ベ
ン
ト
は
演
劇
的
色
彩
が
伴
い
、
宮
城
を
劇
場
的

空
間
に
変
え
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
君
臣
の
立
ち
居
振
る

舞
い
は
起
居
官
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
の
所
行
に
そ
の
よ
う
な
芝

居
が
か
っ
た
要
素
が
現
れ
る
の
は
或
る
意
味
必
然
で
あ
ろ
う
が
、
万
機
独
裁
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
太
宗
朝
の
君
臣
関
係
を
戯
画
的
意
味
で
象
徴
す
る
事
件
で
あ

る
。
太
宗
は
臣
僚
達
を
自
分
の
意
向
に
従
え
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
努
力
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
る㉛
。

（
三
）
高
宗

太
宗
の
跡
を
継
い
だ
高
宗
は
、
偉
大
な
父
帝
を
意
識
し
て
毎
日
聴
政
を
八
年
ほ
ど

継
続
し
て
い
た
が32
、
そ
の
内
実
は
、
次
第
に
貧
困
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。『
唐
会

要
』
巻
五
六
、
起
居
郎
、
起
居
舎
人
の
条
に
、

　

 

蘇
氏
曰
、
貞
観
中
、
毎
日
仗
退
後
、
太
宗
與
宰
臣
参
議
政
事
、
即
令
起
居
郎
一

人
、
執
簡
記
録
、
由
是
、
貞
観
注
記
政
事
、
称
為
畢
備
、
及
高
宗
朝
会
、
端
拱

無
言
、
有
司
唯
奏
辞
見
二
事
、
其
後
、
許
敬
宗
、
李
義
府
用
権
、
多
妄
論
奏
、

恐
史
官
直
書
其
短
、
遂
奏
令
隨
仗
便
出
、
不
得
備
聞
機
務
、
因
爲
故
事
、

と
あ
り
、
彼
は
聴
政
の
場
で
寡
黙
で
あ
っ
た
。
対
仗
奏
事
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
宰
相
許
敬
宗
・
李
義
府
が
史
官
を
仗
下
か
ら
追
い
だ
し
密
奏
の
場
に
変
容

さ
せ
た
の
は
、
皇
帝
の
態
度
に
起
因
す
る
。
少
人
数
の
密
談
の
方
が
高
宗
に
は
適
合

的
で
あ
っ
た
。
太
宗
の
如
く
百
官
を
巻
き
込
ん
で
名
君
を
演
出
す
る
技
量
は
彼
に
は

な
く
、そ
れ
を
補
完
す
べ
く
則
天
武
后
が
舞
台
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
（
表
1

7
）。

（
四
）
則
天
武
后

則
天
武
后
は
、
そ
の
治
世
中
、
毎
日
聴
政
を
原
則
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り33
、『
唐

会
要
』
巻
五
一
、
中
書
令
、
識
量
上
に
、

　

 

天
授
二
年
﹇
六
九
一
﹈。
太
学
生
王
修
之
上
表
、
以
郷
有
水

、
乞
假
還
。
上
臨

軒
曰
、
情
有
所
切
、
特
宜
許
之
。
地
官
侍
郎
狄
仁
傑
、
跪
而
言
曰
、
臣
聞
君
人

者
、
當
深
視
高
居
、
黊
纊
塞
耳
。
唯
生
殺
之
柄
、
不
以
假
人
。
至
於
簿
書
期
会

之
間
、
則
有
司
存
之
而
巳
。
故
左
右
丞
巳
下
不
勾
、
左
右
丞
相
、
流
已
上
方
判
。

以
其
漸
貴
所
致
、
況
天
子
乎
。
且
学
生
假
、
蓋
一
丞
簿
事
耳
。
若
特
降
一
勅
、

則
效
者
相
尋
。
冑
子
三
千
、
凡
須
幾
勅
、
為
恩
不
普
、
聚
怨
方
深
。
若
聖
旨
宏

慈
、
不
欲
違
願
、
請
降
明
制
以
論
之
。
上
曰
、
微
卿
之
言
、
何
以
聞
善
。

と
あ
っ
て
、
太
学
生
の
休
暇
の
許
可
を
群
臣
に
諮
る
な
ど
、
瑣
末
な
こ
と
ま
で
正
殿

で
決
裁
し
て
い
た
。
一
方
、
機
密
事
項
の
仗
下
密
奏
を
奨
励
し
た
の
も
彼
女
の
治
世

中
で
あ
る
（
表
1

10
）。
第
一
章
で
述
べ
た
如
く
正
殿
以
外
の
脇
殿
が
そ
の
存
在
を

現
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
、
彼
女
が
拠
点
と
し
た
洛
陽
宮
の
う
ち
左
掖
に
位
置
す
る

殿
宇
で
あ
っ
た34
。
ま
た
、
周
知
の
如
く
政
事
堂
が
右
掖
の
門
下
省
か
ら
左
掖
の
中
書

省
へ
移
っ
た
の
も
、
則
天
武
后
が
実
権
を
握
っ
た
洛
陽
宮
に
お
い
て
で
あ
り35
、
同
宮

で
は
中
軸
線
の
西
側
に
重
要
施
設
が
集
中
す
る
傾
向
が
出
現
し
た
。
こ
れ
が
長
安
の

大
明
宮
の
構
造
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る36
。
こ
の
よ
う
に
唐
代
後
半
期
に
む
け
て

の
機
能
分
化
は
徐
々
に
姿
を
現
し
始
め
て
い
た
が
、
先
に
述
べ
た
瑣
末
な
決
裁
の
如

く
対
仗
奏
事
で
の
臣
僚
の
統
御
は
依
然
と
し
て
継
続
し
、
そ
れ
は
皇
帝
の
個
人
的
資

質
に
左
右
さ
れ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。

（
五
）
中
宗
・
睿
宗

中
宗
・
睿
宗
二
代
の
皇
帝
は
い
ず
れ
も
ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を
奪
取
し
た
皇
帝
で

あ
る
が
、
彼
ら
は
政
変
に
お
い
て
主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
な
く
、
い
わ

ば
「
担
が
れ
」
皇
帝
で
あ
っ
た37
。
彼
ら
は
短
い
治
世
の
間
に
仗
下
奏
事
・
対
仗
奏
事

に
次
々
と
規
制
を
加
え
た
が
（
表
1

11
〜
14
）、
概
ね
奏
事
の
手
続
を
厳
格
化
す
る

方
向
で
あ
っ
た
。
表
1

11
・
13
は
仗
下
密
奏
の
濫
発
に
苦
慮
し
て
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
述
の
如
く
則
天
武
后
朝
の
遺
風
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
母
后

の
よ
う
に
煩
瑣
な
奏
事
を
裁
く
技
量
が
無
く
、
制
度
の
枠
を
は
め
よ
う
と
し
た
の
で
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あ
る
。
先
に
第
二
章
第
二
節
で
挙
げ
た
中
宗
朝
の
対
仗
弾
奏
事
件
を
再
度
み
て
み
よ

う
。
監
察
御
史
崔
琬
に
弾
劾
さ
れ
た
宰
相
宗
楚
客
は
、
被
弾
者
は
朝
堂
で
待
罪
す
る

と
い
う
朝
廷
の
慣
例
を
無
視
し
て
憤
慨
し
、
そ
れ
に
対
し
て
中
宗
は
崔
琬
と
宗
楚
客

に
兄
弟
の
誼
を
結
ば
せ
る
と
い
う
不
思
議
な
対
応
を
し
た
。
時
人
は
中
宗
を
「
和
事

天
子
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
正
殿
で
の
聴
政
を
裁
く
能
力
に
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
力
量
に
劣
る
皇
帝
が
政
務
を
こ
な
す
た
め
に
は
、
制
度
化
（
規
制
強
化
）

が
や
む
を
得
ざ
る
手
段
と
し
て
取
ら
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。

（
六
）
玄
宗

玄
宗
皇
帝
は
自
ら
か
ら
武
力
ク
ー
デ
タ
ー
を
発
動
し
て
簒
奪
し
た
君
主
で
あ
り
、

中
宗
・
睿
宗
と
異
な
り
太
宗
型
と
い
え
る
。
治
世
初
期
は
、大
い
に
言
路
洞
開
を
図
っ

た
が
（
表
1

15
）、
相
変
わ
ら
ず
諸
司
の
仗
下
奏
事
に
苦
慮
し
（
表
1

16
）、
次
第

に
進
状
制
を
強
化
し
始
め（
表
1

18
）、晩
年
は
専
権
宰
相
に
政
務
を
委
ね
て
し
ま
っ

た
の
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

結
語

高
宗
以
外
の
唐
代
前
半
期
の
皇
帝
は
概
ね
武
力
で
政
権
を
奪
取
し
て
い
る
。
高
宗

に
し
て
も
兄
弟
と
の
皇
太
子
位
争
い
の
結
果
手
中
に
し
た
帝
位
で
あ
り
、
平
穏
裏
に

即
位
し
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
常
に
正
統
性
と
能
力

を
問
わ
れ
た
。
高
祖
は
、
御
榻
同
坐
・
臥
内
引
入
で
群
臣
を
懐
柔
し
、
太
宗
は
常
に

聴
政
の
前
面
に
出
て
群
臣
と
対
峙
し
た
。
両
帝
の
手
法
は
直
接
臣
下
と
顔
を
つ
き
あ

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
的
関
係
を
取
り
結
び
、
百
官
を
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
そ
の
範
囲
は
常
朝
で
直
接
謁
見
す
る
五
品
以
上
の
官
人
で
あ
る
。
特
に
太
宗
は

そ
の
軍
人
あ
が
り
の
威
厳
と
、
自
ら
に
課
し
た
納
諫
の
君
主
と
い
う
立
ち
位
置
に

よ
っ
て
、
対
仗
・
仗
下
奏
事
に
参
加
す
る
臣
僚
達
を
統
御
し
、
名
君
の
イ
メ
ー
ジ
造

り
に
成
功
し
た
。「
太
宗
神
話
」・「
貞
観
の
故
事
」
の
形
成
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
、
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
政
治
態
度
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
朝
会
に
参
加
し
た
五
品
以
上
の
官
人
に
発
言
を
求
め
る
や
り
方
は
、
諸
司
・

諸
官
人
が
直
に
皇
帝
に
結
び
つ
い
て
し
ま
い
、
官
僚
組
織
の
運
営
と
し
て
は
プ
リ
ミ

テ
ィ
ブ
な
手
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い38
。
ま
た
、
皇
帝
一
人
の
能
力
に
は
限
界
が
あ

り
、
対
仗
奏
事
と
仗
下
奏
事
の
機
能
分
化
は
、
後
者
に
少
人
数
の
密
談
の
場
を
賦
与

し
た
。
も
と
も
と
大
規
模
な
会
議
は
果
た
し
て
効
率
的
か
疑
問
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
仗
下
奏
事
へ
の
聴
政
の
傾
斜
は
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
群
臣
の
仗
下
奏

事
へ
の
趨
向
は
宰
相
の
規
制
を
も
た
ら
し
、
加
え
て
正
殿
の
聴
政
の
主
宰
者
で
あ
る

皇
帝
が
政
治
の
意
欲
を
な
く
す
と
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
専
権
宰
相
を
も
た
ら

し
た
。

安
史
の
乱
以
降
に
な
る
と
、
仗
下
密
奏
の
機
能
は
便
殿
の
延
英
殿
に
吸
収
さ
れ
、

聴
政
の
組
織
化
が
進
む39
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
唐
代
前
半
期
に
お
い
て
は
、「
唐
代
後

半
期
〜
北
宋
」
期
の
官
僚
制
の
細
密
化
・
肥
大
化
と
は
様
相
を
異
に
す
る
政
治
風
土

が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
高
祖
・
太
宗
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
力
主
義
・
人

格
主
義
的
政
治
で
あ
り
、
臣
下
の
臥
内
引
入
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
南
北
朝
期
の
潮
流

を
引
き
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

注①　
Ａ
『
唐
王
朝
の
宮
城
と
御
前
会
議
│
唐
代
聴
政
制
度
の
展
開
』 （
晃
陽
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）。

　
　

 

Ｂ
「
唐
代
朝
参
和
〝
宣
不
坐
〞
之
儀
」（『
黎
虎
教
授
古
稀
紀
念

中
国
古
代
史
論

叢
』
張
金
龍
氏
編　

世
界
知
識
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
　

 
Ｃ
「
唐
代
前
半
期
の
常
朝
│
太
極
宮
を
中
心
と
し
て
│
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
五
│

二
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
　

Ｄ
「
唐
朝
御
史
対
仗
弾
奏
小
考
」（『
立
命
館
文
学
』
五
九
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）

②　

前
掲
注
1
拙
著
Ａ
一
〜
二
頁
。
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③　

元
旦
の
大
朝
会
に
関
し
て
は
少
な
か
ら
ず
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
渡
辺
信
一
郎
氏

『
天
空
の
玉
座
―
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
―
』（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）・「
唐

代
の
元
会
儀
礼
│
『
大
唐
開
元
礼
』「
皇
帝
元
正
冬
至
受
朝
賀
」
訳
注
稿
―
」（『
帝
国

シ
ス
テ
ム
の
比
較
史
的
研
究
│
平
成
七
年
度
〜
平
成
九
年
度
（
一
九
九
五
〜
九
七
）
科

研
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
』
一
九
九
八
年
）・「『
大
唐
開
元
礼
』「
皇
帝
元
正
冬
至

受
群
臣
朝
賀
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
国
史
研
究
』 (

韓
国)

一
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

宋
代
に
つ
い
て
は
、
金
子
由
紀
氏
「
北
宋
の
大
朝
会
儀
礼
」（『
上
智
史
学
』
四
七
号
、

二
〇
〇
二
年
）・「
南
宋
の
大
朝
会
儀
礼
│
高
宗
紹
興
一
五
年
の
元
会
を
中
心
と
し
て

―
」（『
紀
尾
井
史
学
』
二
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

④　

前
掲
注
1
拙
稿
Ｃ

⑤　

前
掲
注
1
拙
著
Ａ

⑥　

筆
者
の
説
に
つ
い
て
、太
極
宮
太
極
殿
が
常
朝
の
場
で
あ
る
と
す
る
吉
田
歓
氏
の
批

判
が
あ
り
（『
日
中
宮
城
の
比
較
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
そ
れ
に
対
す

る
反
論
が
拙
著
Ａ
第
二
部
第
三
章
で
あ
る
。

⑦　

洛
陽
宮
の
同
明
殿
・
億
歳
殿
等
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
九
三
、
薛
訥
伝
に
、

　
　
　

 

其
後
突
厥
入
寇
河
北
。
則
天
以
訥
将
門
、
使
摂
左
武
威
衛
將
軍
、
安
東
道
経
略
。

臨
行
、
於
同
明
殿
召
見
與
語
。
訥
因
奏
曰
、
醜
虜
憑
凌
、
以
盧
陵
為
辞
。
今
雖
有

制
升
儲
、
外
議
猶
恐
未
定
。
若
此
命
不
易
、
則
狂
賊
自
然
款
伏
。
則
天
深
然
其

言
。

　

と
あ
り
、『
旧
唐
書
』
巻
七
七
、
崔
神
慶
伝
に
、

　
　

 

則
天
時
。
累
遷
莱
州
刺
史
。
因
入
朝
、
待
制
於
億
歳
殿
、
奏
事
称
旨
。
則
天
以
神
慶

歴
職
皆
有
美
政
、
又
其
父
嘗
有
翊
贊
之
勲
、
甚
賞
慰
之
、
擢
拝
并
州
長
史
。
因
謂

曰
、
并
州
、
朕
之
枌
楡
、
又
有
軍
馬
。
比
日
簡
択
、
無
如
卿
者
、
前
後
長
史
、
皆
従

尚
書
為
之
。
以
其
委
重
、
所
以
授
卿
也
。
因
自
為
按
行
図
、
択
日
而
遣
之
。

　

と
あ
っ
て
、正
殿
以
外
の
殿
宇
が
君
臣
談
話
の
場
と
し
て
固
有
名
詞
が
現
れ
始
め
る
の

は
、則
天
武
后
期
の
洛
陽
宮
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
当
該
期
の
洛
陽
宮
の
機
能
に
変
容

が
生
じ
た
為
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
で
論
じ
た
い
。

⑧　

他
に
も
、賓
礼
の
場
と
し
て
麟
徳
殿
（
田
島
公
氏
「
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」」

『
史
林
』
六
八
巻
三
号
、
一
九
八
五
年
）、
皇
帝
の
日
常
の
居
所
と
し
て
の
浴
堂
殿
（
楊

鴻
年
氏
『
隋
唐
宮
廷
建
築
考
』、陝
西
人
民
出
版
社
、一
九
九
二
年
、一
八
九
〜
一
九
〇

頁
）
な
ど
。

⑨　

こ
の
過
程
を
、
筆
者
は
、「
宣
不
坐
」
と
便
宜
的
に
呼
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
前
掲

注
1
、
拙
論
Ｂ
参
照
。

⑩　

以
上
、
前
掲
注
1
拙
著
及
び
拙
論
参
照
。
ち
な
み
に
、
聴
政
の
記
録
に
関
し
て
は
、

起
居
注
の
衰
退
と
時
政
記
・
宰
臣
日
記
の
浮
上
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
起
居
注

は
、
議
論
の
当
事
者
で
は
な
い
起
居
注
官
が
記
録
す
る
の
に
対
し
て
、
時
政
記
・
宰
臣

日
記
は
宰
相
が
自
ら
記
録
を
と
る
点
で
相
違
す
る
。
こ
れ
は
、
聴
政
の
在
り
方
が
、
百

官
討
論
集
会
か
ら
少
人
数
の
密
談
へ
と
変
容
し
た
こ
と
に
伴
う
事
象
と
い
え
よ
う
。宋

代
の
宰
臣
日
記
に
つ
い
て
は
、
平
田
茂
樹
氏
「
宋
代
政
治
史
料
解
析
法
│
「
時
政
記
」

と
「
日
記
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
│
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
九
巻
四
号
、
二
〇
〇
一

年
）
参
照
。
唐
代
の
宰
臣
日
記
は
、李
徳
裕
の
『
文
武
両
朝
献
替
記
』
が
そ
れ
に
あ
た

ろ
う
。

⑪　

辻
正
博
氏
「
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
聴
訟
と
録
囚
」（『
法
制
史
研
究
』
五
五
巻
、

二
〇
〇
五
年
）
で
は
、主
に
南
北
朝
時
代
に
聴
訟
の
場
が
後
宮
の
内
殿
へ
後
退
し
た
こ

と
を
も
っ
て
、
政
治
権
力
の
矮
小
化
と
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
。

⑫　
『
隋
書
』
巻
二
、
高
祖
帝
紀
、
仁
寿
四
年
（
六
〇
四
）
七
月
に

　
　
　

 

遺
詔
曰
、
嗟
乎
、
自
昔
晋
室
播
遷
、
天
下
喪
乱
、
四
海
不
一
﹇
…
中
略
…
﹈
上
天

降
鑒
、
爰
命
於
朕
、
用
登
大
位
。
豈
関
人
力
、
故
得
撥
乱
反
正
、
偃
武
修
文
、
天

下
大
同
、
声
教
遠
被
。
此
又
是
天
意
、
欲
寧
区
夏
。
所
以
昧
旦
臨
朝
、
不
敢
逸

予
。
一
日
万
幾
、
留
心
親
覧
。
晦
明
寒
暑
、
不
憚
劬
労
。
匪
曰
朕
躬
、
蓋
為
百
姓

故
也
。
王
公
卿
士
、
毎
日
闕
庭
。
刺
史
以
下
、
三
時
朝
集
。
何
嘗
不
罄
竭
心
府
、

誡
勅
殷
勤
﹇
…
中
略
…
﹈
勇
及
秀
等
、
並
懷
悖
悪
、
既
知
無
臣
子
之
心
、
所
以
廃

黜
。
古
人
有
言
、
知
臣
莫
若
於
君
、
知
子
莫
若
於
父
。
若
令
勇
、
秀
得
志
、
共
治

家
国
。
必
當
戮
辱
徧
於
公
卿
、
酷
毒
流
於
人
庶
﹇
…
中
略
…
﹈
此
雖
朕
家
事
、
理

不
容
隠
、
前
対
文
武
侍
衛
、
具
已
論
述
。

　

と
あ
り
、
朝
庭
に
王
公
卿
士
が
集
う
中
で
、
早
朝
寒
暑
を
冒
し
て
自
ら
政
治
指
導
し
た

様
を
述
べ
る
。
ま
た
、
皇
太
子
勇
の
廃
嫡
と
い
う
重
大
事
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ

が
皇
室
の
「
家
事
」
で
あ
っ
て
も
文
武
百
官
の
前
で
隠
さ
ず
説
明
し
た
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

⑬　
『
隋
書
』
巻
二
五
、
刑
法
志
に
、

　
　
　

 

大
理
掌
固
来
曠
上
封
事
、
言
大
理
官
司
恩
寛
。
帝
以
曠
爲
忠
直
、
遣
毎
旦
於
五
品

行
中
参
見
。
曠
又
告
少
卿
趙
綽
濫
免
徒
囚
。
帝
使
信
臣
推
驗
、初
無
阿
曲
。
帝
又
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怒
曠
、
命
斬
之
。
綽
因
固
爭
、
以
為
曠
不
合
死
。
帝
乃
払
衣
入
閣
。

　

と
あ
り
、文
帝
が
見
込
ん
だ
吏
人
を
特
に
朝
会
に
参
加
さ
せ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、こ
の
時
期
の
朝
会
が
単
な
る
謁
見
儀
礼
で
は
な
く
皇
帝
が
百
官
集
団
を
相
手
に
議

政
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑭　
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
三
一
、
諫
諍
部
、
規
諫
。

⑮　

同
氏
『
隋
代
史
』（
布
目
潮
渢
・
中
川
努
両
氏
訳
、
法
律
文
化
社
、
一
九
八
二
年
）。

二
〇
八
〜
二
一
四
頁
。

⑯　
『
唐
会
要
』
巻
二
五
、百
官
奏
事
に
、「
今
任

亡
、
豈
有
内
外
殊
異
、
所
司
不
進
状
、

乃
対
仗
便
奏
」
と
あ
り
、
対
仗
奏
事
に
代
る
方
法
は
進
状
奏
事
で
あ
っ
た
。

⑰　
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図
版
Ⅹ
Ⅴ
Ⅲ

（
吏
部
留
司
格
断
片
？
）

⑱　

太
史
監
の
災
異
に
関
す
る
密
奏
で
あ
ろ
う
。『
大
唐
六
典
』
巻
十
、
秘
書
省
、
太
史

局
に
、「
太
史
令
掌
観
察
天
文
、
稽
定
暦
数
。
凡
日
月
星
辰
之
変
、
風
雲
気
色
之
異
、

率
其
属
而
占
候
焉
」
と
あ
る
。
な
お
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
、
開
元
五
年
九
月
戊

申
の
条
（『
冊
府
元
亀
』
巻
六
〇
、
帝
王
部
、
立
制
度
も
参
照
）
は
、「
太
史
官
」
を

「
史
官
」
と
し
、
起
居
官
の
記
注
の
復
活
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
勅
文
の
前
後
か
ら
太

史
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
掲
注
1
拙
著
六
八
頁
、
注
七
〇
参
照
。

⑲　

対
仗
弾
奏
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
1
Ｄ
拙
稿
参
照
。

⑳　
『
顔
魯
公
文
集
』
巻
一
、
論
百
官
論
事
疏
に
、

　
　
　

 

天
宝
已
後
、
李
林
甫
威
権
日
盛
。
群
臣
不
先
諮
宰
相
、
輒
奏
事
者
、
仍
託
以
他

故
、
中
傷
之
。
不
敢
明
約
百
官
令
先
白
宰
相
。

　

と
あ
り
、
明
文
で
以
て
宰
相
が
百
官
の
奏
事
を
統
制
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

㉑　

Ｅ
・
Ｇ
・
プ
ー
リ
ィ
ブ
ラ
ン
ク
氏
「
安
禄
山
の
叛
乱
の
政
治
的
背
景
」（『
東
洋
学

報
』
巻
三
五
│
二
・
三
・
四
、一
九
五
二
・
三
年
）
参
照
。

㉒　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
二
、
帝
王
部
、
招
諌
、
永
徽
五
年
（
六
五
四
）
九
月
の
条
に
、

　
　
　

 

帝
謂
五
品
已
上
曰
、
往
日
不
離
膝
下
、
旦
夕
侍
奉
。
當
時
見
五
品
已
上
論
事
、
或

有
仗
下
奏
。
或
有
進
状
。
而
論
者
終
日
不
絶
。
豈
今
時
無
事
、
公
等
何
不
言
也
。

自
今
已
後
、
宜
数
論
事
、
若
不
能
面
奏
、
任
各
進
状
。

　

と
あ
り
、太
宗
朝
と
高
宗
朝
の
朝
会
の
様
子
を
対
比
し
て
い
る
。
前
者
に
比
べ
後
者
が

低
調
な
の
は
議
題
が
少
な
い
と
い
う
よ
り
は
、主
宰
者
で
あ
る
皇
帝
の
指
導
力
に
関
わ

る
か
ら
で
あ
る
。

㉓　

注
1
拙
著
参
照
。

㉔　

旧
敵
対
勢
力
を
も
て
な
す
事
例
で
は
、『
唐
会
要
』
巻
九
四
、
北
突
厥
の
武
徳
元
年

（
六
一
八
）
八
月
の
条
に
み
え
る
始
畢
可
汗
の
使
者
を
迎
え
る
例
、『
資
治
通
鑑
』
巻

一
八
六
、
武
徳
元
年
十
一
月
辛
未
の
条
で
は
、
李
密
を
山
東
に
派
遣
す
る
際
に
、
彼
の

部
下
と
あ
わ
せ
て
三
人
で
御
榻
に
登
り
飲
酒
し
た
例
な
ど
が
あ
る
。後
者
の
場
合
、「
同

心
を
明
ら
か
に
せ
ん
」
と
し
て
人
格
的
結
び
つ
き
の
強
化
が
露
骨
に
謳
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
懐
柔
策
を
と
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
臣
下
の
無
礼
な
態
度
に
激
怒
す

る
例
も
あ
っ
た
（『
冊
府
元
亀
』
巻
四
五
〇
、
将
帥
部
、
譴
譲
、
唐
竇
規
の
条
）。

㉕　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
二
二
、
将
帥
部
、
推
誠
、
唐
田
留
安
の
条
。

㉖　
『
隋
書
』
巻
六
二
、
趙
綽
伝
に
、

　
　
　

 

上
﹇
隋
文
帝
﹈
以
綽
有
誠
直
之
心
、
毎
引
入
閤
中
。
或
遇
上
與
皇
后
同
榻
、
即
呼

綽
坐
、
評
論
得
失
。
前
後
賞
賜
萬
計
。

　

と
あ
り
、『
隋
書
』
巻
五
八
、
栁
責
伝
に
、

　
　
　

 

煬
帝
嗣
位
、
拝
秘
書
監
、
封
漢
南
県
公
。
帝
退
朝
之
後
、
便
命
入
閤
、
言
宴
諷

読
、
終
日
而
罷
。
帝
毎
與
嬪
后
対
酒
、
時
逢
興
会
、
輒
遣
命
之
至
、
與
同
榻
共

席
、
恩
若
友
朋
。
帝
猶
恨
不
能
夜
召
。
於
是
命
匠
刻
木
偶
人
、
施
機
関
、
能
坐
起

拝
伏
、
以
像
於
責
。
帝
毎
在
月
下
対
酒
、
輒
令
宮
人
置
之
於
座
。
與
相
酬
酢
、
而

為
歓
笑
。
従
幸
揚
州
、
遇
疾
卒
、
年
六
十
九
。

　

と
あ
っ
て
、
隋
の
両
帝
は
禁
中
で
后
妃
と
同
席
の
ま
ま
臣
僚
と
政
事
を
議
し
、
或
い
は

酒
宴
に
興
じ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
・
空
間
に
お
い
て
君
臣
が
人
格
的
交
流

を
も
っ
て
い
た
。『
北
史
』
巻
五
二
、
斉
宗
室
諸
王
下
、
文
襄
諸
子
、
河
南
康
獻
王
孝

瑜
に
、

　
　
　

 

武
成
﹇
帝
﹈
嘗
使
和
士
開
、
與
胡
后
対
坐
握
槊
。
孝
瑜
諫
曰
、
皇
后
天
下
之
母
、

不
可
與
臣
下
接
手
。
帝
深
納
之
。

　

と
あ
る
の
は
、
北
斉
王
朝
末
期
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
が
、
隋
朝
の
皇
帝
達
の
所
行
と

隔
絶
し
た
事
例
で
は
あ
る
ま
い
。

㉗　

布
目
潮
渢
氏
『
隋
唐
史
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九
六
八
年
）
参
照
。

㉘　

そ
の
他
に
も
、高
祖
が
皇
帝
即
位
後
も
三
人
の
皇
子
達
と
ル
ー
ズ
な
関
係
（
い
わ
ゆ

る
「
家
人
の
礼
」）
を
維
持
し
て
、
政
局
に
波
乱
を
も
た
ら
し
た
事
例
も
あ
る
こ
と
か



一
四
二

420

ら
（
大
室
幹
雄
氏
『
監
獄
都
市
』、
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
、
一
一
五
〜
一
一
八
頁
）、

彼
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
当
然
勘
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㉙　

そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
時
に
臣
下
に
対
し
て
暴
力
的
な
一
面
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
三
、
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
十
月
の
条
に
、

　
　
　

 
交
州
都
督
遂
安
公
寿
、
以
貪
得
罪(

遂
安
公
寿
、
宗
室
也)

。
上
以
瀛
州
刺
史
盧

祖
尚
才
兼
文
武
、
廉
平
公
直
、
徴
入
朝
。
諭
以
交
趾
久
不
得
人
、
須
卿
鎮
撫
。
祖

尚
拝
謝
而
出
。
既
而
悔
之
、
辞
以
旧
疾
。
上
遣
杜
如
晦
等
諭
旨
曰
、
匹
夫
猶
敦
然

諾
、
柰
何
既
許
朕
而
復
悔
之
。
祖
尚
固
辞
。
戊
子
。
上
復
引
見
、
諭
之
。
祖
尚
固

執
不
可
。
上
大
怒
曰
、
我
使
人
不
行
、
何
以
為
政
。
命
斬
於
朝
堂
。

　

と
あ
り
、
太
宗
の
懇
請
に
対
し
て
前
言
を
翻
し
た
高
官
を
朝
堂
で
斬
刑
に
処
し
て
い

る
。
太
宗
が
盧
祖
尚
を
説
得
し
た
場
所
は
、『
旧
唐
書
』
巻
六
九
、盧
祖
尚
伝
で
は
「
臨

朝
」
と
あ
り
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
七
五
、
帝
王
部
、
悔
過
で
は
「
こ
れ
を
内
殿
に
引

き
」
と
あ
り
、朝
会
の
場
で
あ
る
か
個
別
召
対
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
対
面
し
て
直
に
説
得
ま
で
し
た
皇
帝
は
面
目
を
潰
さ
れ
、
処
刑
を
以
て
報
い
る

顛
末
は
、オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
専
制
君
主
と
は
言
い
難
い
こ
の
時
期
の
君
臣
関
係
を
象

徴
し
て
い
る
。

㉚　

太
宗
が
己
の
聴
政
を
記
録
し
た
起
居
注
の
閲
覧
に
固
執
し
、結
果
的
に
そ
れ
に
等
し

い
実
録
閲
覧
を
敢
え
て
し
た
こ
と（
雷
家
驥
氏「
唐
前
期
国
史
官
修
体
制
的
演
変
」『
東

呉
文
史
学
報
』
七
号
、
一
九
八
九
年
）、
彼
の
模
倣
者
で
あ
る
文
宗
皇
帝
と
と
も
に
史

学
を
己
の
善
政
を
称
え
る
工
具
へ
と
矮
小
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
（
張
栄
芳
氏
「
唐
代

君
主
的
史
学
教
育
」『
食
貨
月
刊
』
一
六
巻
七
・
八
号
、一
九
八
七
年
）
な
ど
に
つ
い
て

は
、
前
掲
注
1
拙
著
第
一
部
第
五
章
に
て
言
及
し
た
。

㉛　

こ
の
他
に
貞
観
十
七
年
（
六
四
三
）
四
月
に
晋
王
治
を
立
太
子
し
た
経
緯
も
、王
朝

の
大
事
を
臣
僚
に
公
開
し
て
決
定
し
て
い
く
と
い
う
点
で
、こ
の
時
期
の
政
策
決
定
の

在
り
方
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
る
。
前
掲
注
1
拙
論C

参
照
。
ま
た
、
前
掲
注
12
に

挙
げ
た
隋
文
帝
の
例
と
相
似
で
あ
り
、
皇
太
子
の
す
げ
か
え
と
い
う
微
妙
な
事
柄
で

あ
っ
て
も
公
開
で
群
臣
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
す
る
も
の
が

あ
っ
た
。

32　

前
掲
注
1
拙
論
Ｃ
参
照
。

33　

前
掲
注
1
拙
論C

参
照
。

34　

前
掲
注
1
拙
著
第
二
部
第
一
章
参
照
。

35　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
三
、
弘
道
元
年
（
六
八
三
）
十
二
月
の
条
。

36　

前
掲
注
1
拙
著
第
一
部
第
三
章
及
び
第
二
部
第
一
章
参
照
。

37　

唐
代
皇
帝
即
位
の
概
略
に
つ
い
て
は
、李
樹
桐
氏
「
唐
代
帝
位
継
承
之
研
究
」（『
唐

史
研
究
』、
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）
参
照
。

38　

周
知
の
如
く
本
格
的
な
宰
相
府
の
成
立
は
、政
事
堂
が
「
中
書
門
下
」
と
改
名
さ
れ

た
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う

に
、
聴
政
の
場
で
各
官
人
が
皇
帝
に
直
接
結
び
つ
く
点
か
ら
、
文
書
行
政
と
は
別
次
元

で
諸
官
司
の
統
属
関
係
・
権
力
の
分
配
が
未
発
達
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

39　

そ
う
し
た
体
制
下
に
お
い
て
も
、
対
仗
・
仗
下
奏
事
時
代
の
太
宗
の
「
貞
観
の
故

事
」
神
話
は
継
承
さ
れ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
五
、
憲
宗
紀
に
、

　
　
　

 

史
臣
蒋
係
曰
、
憲
宗
嗣
位
之
初
、
読
列
聖
実
録
。
見
貞
観
、
開
元
故
事
、
竦
慕
不

能
釈
巻
。
顧
謂
丞
相
曰
、
太
宗
之
創
業
如
此
、
玄
宗
之
致
理
如
此
。
既
覧
国
史
、

乃
知
万
倍
不
如
先
聖
。
當
先
聖
之
代
、猶
須
宰
執
臣
僚
同
心
輔
助
。
豈
朕
今
日
独

能
為
理
哉
。
自
是
延
英
議
政
、
昼
漏
率
下
五
六
刻
方
退
。

　

と
あ
り
、
同
書
巻
一
七
下
、
文
宗
紀
に
、

　
　
　

 

史
臣
曰
﹇
…
中
略
…
﹈
初
、
帝
在
藩
時
、
喜
読
貞
観
政
要
、
毎
見
太
宗
孜
孜
政

道
、
有
意
于
茲
。
洎
即
位
之
後
、
毎
延
英
対
宰
臣
、
率
漏
下
十
一
刻
。
故
事
、
天

子
隻
日
視
事
。
帝
謂
宰
輔
曰
、
朕
欲
與
卿
等
毎
日
相
見
、
其
輟
朝
、
放
朝
、
用
双

日
可
也
。

　

と
あ
っ
て
、
憲
宗
・
文
宗
両
帝
が
貞
観
の
故
事
を
模
範
と
し
聴
政
を
強
化
し
た
こ
と
を

述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
舞
台
は
延
英
殿
で
の
宰
相
奏
対
が
主
で
あ
っ
て
、
太

宗
の
よ
う
な
対
仗
奏
事
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
時
代
の
差
を
窺
わ
せ
る
。

　

本
稿
は
二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
四
日
、第
九
十
九
回
宋
代
史
談
話
会
で
の
同
タ
イ
ト
ル

の
口
頭
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
、有
益
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に

感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


